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　４月号でお知らせしたように、青森県は日本で
最も短命な県です。「弘前市の住民の健康を守るた
めに、死因の６割を占める悪性新生物、心疾患、脳
血管疾患の主要な原因であり、またCOPDを引き
起こすタバコの対策を強化する」指針案の検討が
昨年から始まりました。
　指針案は以下の２点を考慮し、弘前市独自のタ
バコ対策として検討されました。
・�健康増進法や改正労働安全衛生法などの法律、
また、弘前市経営計画や健康ひろさき21（第２
次）などの上位計画との整合性をとる
・�条例として成立した神奈川県と兵庫県、条例制
定を検討したが制定には至らなかった山形県や
東京都、市町村レベルで制定した美唄市などの
最新の情報を取り入れる
　
　2015年12月に示され、今回の指針案のもとと
なった「弘前市たばこの健康被害防止対策の基本
的な考え方」を抜粋します。
①�規制することが目的ではなく、具体的な対策を
示すことで各主体による自主的な取り組みの
推進を図ること
②�次世代の健康の確保のために保護者と教育機関
が連携して未成年者に喫煙させない対策をと
ること
③�子ども、特に乳幼児が受動喫煙の曝

ば く ろ

露をうける
ことのない家庭環境と社会環境を作ること

④�受動喫煙の防止に極めて有効な敷地内・建物内
禁煙を推進するが、喫煙室を設置する分煙は推
奨しないこと
⑤�特に、官公庁、市の管理する施設、医療機関、教育
施設は率先して敷地内・建物内禁煙とすべきこ
と
⑥�市民や施設管理者は、喫煙と受動喫煙による健
康影響は科学的に明らかであることを十分理
解すること
⑦�国の受動喫煙防止対策の支援の利用を進めるこ
と（注＝喫煙室の設置のための助成金制度であ
り、筆者はこの点は不賛成）
⑧�医療保険が適用されている禁煙治療の受診を推
奨すること
⑨�飲食店や旅館・ホテルは、当面、顧客ニーズを踏
まえた対策をとること。特に、喫煙空間を好ま
ない顧客のニーズに対応するため、受動喫煙防
止対策がおこなわれている店舗情報を市民や
観光客に分かりやすく伝え、喫煙空間を好まな
い顧客が選択出来るような仕組みを構築する
こと（筆者コメント：吸わない人の立場を重視
している点が素晴らしい）
⑩�効果的な対策を継続するために、市民、関係団
体、行政が協同体制を構築すること

　昨年度に行われた会議の議事録（平成28年３月
16日開催分）を読むと、予想されたとおり、パチン
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コなどの遊技業協同組合や料理飲食業組合、旅館
ホテル組合の代表から「全面禁煙にすると営業収
入が低下する」という反論が出され、「『速やかに敷
地内禁煙または建物内禁煙に移行することが望ま
れる』を削除して欲しい」と要望されました。しか
し、対策推進派の委員と議長は丁寧に対応してい
ます。決して、多数決という手段に訴えることな
く、全員のコンセンサスで「分煙」を盛り込まない
指針案が図１の新聞記事のようにまとまりまし
た。サービス産業については「当面、適切な受動喫
煙対策を講じることが望まれる」となっています
が、「分煙」という言葉を使わなかった点、そして、
「サービス産業も将来的には敷地内・建物内禁煙を

目指す」とした点は大いに評価されます。教育施設
が速やかに敷地内禁煙に、官公庁も速やかに敷地
内・建物内禁煙になれば、市民の受動喫煙に対する
意識が大きく変わることでしょう。議事録は、弘前
市ＨＰ→市の概要→庁舎案内→市の仕事と組織→
附属機関一覧→弘前市たばこの健康被害防止対策
協議会に公開されていますので、タバコ業界側と
全面禁煙の推進派のやり取りを勉強したい方はぜ
ひご一読ください。
　私は、「指針案を応援しています」とコメントを
つけて、もう一度、弘前市にふるさと納税しようと
思っています。

〈広報委員会のおまけ情報（その６）〉

完全禁煙のレストラン「トラットリア・プリマ
ヴェーラ」
　パリのセーヌ川河畔を思わせる絶好の地にあり
ます。
　北九州に唯一残っている百貨店「井筒屋」に隣接
する紫江’sの１階です。イタリアン料理とワイン
がリーズナブルな価格で楽しめます。
　年中無休なので頼りになり、完全禁煙のため家
族でも安心して食事できます。フロアマネジャー
も気さくで居心地よく過ごせます。
　広報委員会は食べるのも仕事です。（編集長：権
頭）

住所：北九州市小倉北区船場町１－２紫江’s１Ｆ
　　　050-5890-9817（予約専用番号）
　　　093-541-5322（お問い合わせ専用番号）
［月～金］
11：00 ～ 23：00（L.O22：00）
ランチタイム　　11：00 ～ 15：30（L.O15：00）
クローズタイム　15：30 ～ 17：00

ディナータイム　17：00 ～ 23：00（L.O22：00）
［土・日・祝］
11：00 ～ 23：00（L.O22:00）
ランチタイム　11：00 ～ 15：00

ランチ営業、日曜営業　あり
定休日　無休
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〈図１〉
弘前市たばこの健康被
害対策指針を報じる陸
奥新報（2016年７月13日
付。陸奥新報社提供）


